
通所介護重要事項説明書 

１．事業所名称及びサービス提供地域 

事   業   所   名 デイサービスみどりの風そでがうら 

所     在     地 袖ケ浦市下泉１４２５番地 

介護保険事業所番号 地域密着型通所介護 １２９３４０００６３ 

第 1 号通所介護   １２９３４０００６３ 

送迎サービスを提供する地域 袖ヶ浦市   

第三者評価実施の有無 無 

※契約者は袖ケ浦市の住民のみとなります。 

２．職員体制 

 資  格 常 勤 非常勤 備  考 

管    理    者 介護福祉士  １名  生活相談員兼務 

生 活 相 談 員 
社会福祉主事  １名  

介護福祉士 ３名  介護業務兼務 

機 能 訓 練 指 導 員  看 護 師 ２名 1 名 看護業務兼務 

看    護    師 看 護 師  ２名 １名 機能訓練兼務 

栄    養    士 栄養士    業務委託（１名） 

介  護  職  員 
介護福祉士  ４名   

ヘルパー２級等   ２名  

送   迎   職   員      

調    理    員    業務委託（５名） 

事    務    員   １名  

清    掃    員   ２名  

３．利用定員   

   １８名 

 

４．営業時間  

   月～土曜日  通常    午前８時５０分から午後４時１０分 

          時間延長  午前８時００分から午後６時００分 

   ただし １２月３１日～１月３日は除きます。 

５．サービス内容 

（１）送迎 

（２）食事 

（３）入浴 

（４）機能訓練 

（５）口腔ケア 

（６）栄養相談 

（７）生活相談 

（８）時間延長 

６．利用料金 

（１）基本料金（介護サービス費） 

＜総合事業通所介護＞ 

①  施設利用料 （介護保険制度では、要支援認定区分により利用料が異なります。  

以下は１ヶ月当たりの単位数です。） 

・要支援１             １，７９８単位 

・要支援２             ３，６２１単位 

 



＊ 契約期間が１ヶ月に満たない場合（日割計算） 

・要支援１                ５９単位（１日につき） 

・要支援２               １１９単位（１日につき） 
② 各種加算    

・サービス提供体制強化加算Ⅰ 

    要支援１                ８８単位 

    要支援２               １７６単位 

 ・科学的介護推進体制加算           ４０単位 

・送迎を行わない場合は片道につき４７単位の減算となります。 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ          ９２／１０００  

   （施設利用料に介護職員処遇改善加算を除き、各種加算を加えた 

総単位数より上記率を乗じた額） 

 

③ 地域別単価 ５級地    １単位当たり１０．４５円 

＊ 利用者負担額は、介護保険負担割合証に記載されている負担割合（１割又は２割又

は３割）となります。 

 

＜地域密着型通所介護＞ 

 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定区分により利用料が異なります。 

以下は１日あたりの単位数です） 

 

【７時間以上 8 時間未満】   

・要介護１                ７５３単位    

・要介護２                ８９０単位     

・要介護３              １，０３２単位     

・要介護４              １，１７２単位     

・要介護５              １，３１２単位     

   

※通常営業時間は7時間以上8時間未満です。変更があった場合は以下の通りです。 
 

【2 時間以上 3 時間未満】 【3 時間以上 4 時間未満】 【4 時間以上 5 時間未満】 

・要介護１      ３０５単位     ４１６単位     ４３６単位 

・要介護２      ３５１単位     ４７８単位     ５０１単位 

・要介護３      ３９６単位     ５４０単位     ５６６単位 

・要介護４      ４４０単位     ６００単位     ６２９単位 

・要介護５      ４８７単位     ６６３単位     ６９５単位 

 

【5 時間以上 6 時間未満】 【6 時間以上 7 時間未満】 【8 時間以上 9 時間未満】  

・要介護１      ６５７単位     ６７８単位     ７８３単位 

・要介護２      ７７６単位     ８０１単位     ９２５単位 

・要介護３      ８９６単位     ９２５単位   １，０７２単位 

・要介護４     １０１３単位   １，０４９単位   １，２２０単位 

・要介護５    １，１３４単位   １，１７２単位   １，３６５単位 

 

② 各種加算 

・入浴介助加算            ４０単位／１回 

・サービス提供体制強化加算Ⅰ     ２２単位／１回 

・科学的介護推進体制加算       ４０単位／月 

・送迎を行わない場合は片道につき４７単位の減算となります。 

・延長９時間以上１０時間未満     ５０単位 

 （8 時間以上 9 時間未満の単位数からの追加単位数） 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ          ９２／１０００  

   （施設利用料に介護職員処遇改善加算を除き、各種加算を加えた 



総単位数より上記率を乗じた額） 

   

③ 地域別単価 ５級地   １単位当たり１０．４５円 

 

＊ 利用者負担額は、介護保険負担割合証に記載されている負担割合 

（１割又は２割又は３割）となります。 

 

（２）その他の料金 

① 食費                ６９３円 

③  日用品費（希望者）タオル      ５１円 

            バスタオル    １０２円 

④  教養娯楽費              実費 

⑤  紙おむつ使用料  パンツ式    １７３円／１枚 

        オムツ Ｓ型   １５３円／１枚 

        オムツ Ｍ型   １７３円／１枚 

        オムツ Ｌ型   １９３円／１枚 

        パット       ５１円／１枚 

        フラット      ７１円／１枚 

⑤ 理美容      カット     ２,０００円 

        丸刈り     １,５００円 

（３）キャンセル料 

 利用者の方のご都合によりキャンセルする場合は、次によりキャンセル料が必要とな

ります。ただし、利用者の体調が急変した場合など、緊急やむを得ない場合キャンセ

ル料はいただきません。 
 

時    期 キャンセル料 

利用日の前営業日午後５時まで 無   料 

利用日の当日午前８時まで 施設利用料の個人負担額の５０％ 

利用日の当日８時までに連絡がない場合 施設利用料の個人負担額の全額 

 

（４）料金のお支払い方法 

毎月１０日頃に、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払いい

ただきますと領収書を発行します。 

 お支払い方法は、口座引落、現金集金、の３通りの中からご契約の際に選べます。 

７．サービスの利用についての注意事項 

（１）サービスの利用開始 

まず、お電話等でお申し込みください。当施設職員がお伺いいたします。サービスの

提供の依頼を受けた後、契約を結び、通所介護計画を作成して、サービスの提供を開

始します。 

＊居宅サービス計画の作成を依頼している場合には、事前に介護支援専門員とご相談

ください。 

（２）サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了する日の１週間前までに文書でお申出下さい。 

② 当施設の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設等に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けている利用者の要介護認定区分が、非該当（自

立）と認定された場合 

・利用者がお亡くなりになった場合若しくは被保険者資格を喪失したとき 

⑥  その他 



・当施設が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当施設が倒産し

た場合、利用者は文書で解約を通知することによってすぐにサービスを終了す

ることができます。 

 

・利用者がサービス利用料の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、または利用者やご家族など

が当施設や当施設の従業員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行

った場合は、文書で通知することにより、すぐにサービスを終了させていただ

く場合がございます。 

８．通所介護施設についての概要 

（１）目 的 

当施設の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

の看護職員、介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態又は、要支援状態にある高齢

者に対し適正な指定通所介護を提供することを目的とする。 

（２）運営の方針 

・事業所の通所介護員等は、要介護者等の病状又は心身の特性を踏まえて、その有す

る能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事の介

護その他の生活全般にわたる援助や機能訓練を行う。 

・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保護、医療、福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（３）当社の概要 

    法人名   社会福祉法人 みどりの風 

    法人所在地 袖ケ浦市下泉１４２４番地３ 

    代表者氏名 理事長 武井 千尋 

    電話番号  ０４３８－７５－８７００ 

  

９．非常災害対策 

（１）防災設備 自動火災報知器 スプリンクラー ガス漏れ警報機 避難誘導灯  

通路誘導灯 消火器 

（２）防災訓練 年３回 

（３）防災設備等の定期点検 

 

１０．緊急時の対応 

サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、

救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

 

主治医 
氏  名  

連絡先  

ご家族 
氏  名  

連絡先  

 

１１．サービス内容に対する苦情 

（１）当事業所のお客様相談･苦情担当窓口 

受付時間  月～土曜日 ８：３０～１７：００ 

電話番号  ０４３８－７５－８６８６  FAX ０４３８－７５－８６８７ 

苦情解決責任者  御園 理佳 

苦情受付担当者  常慶 博美 

 

（２）当事業所の第三者委員 



  第三者委員への相談は、当施設のご利用者相談・苦情担当窓口へ申し出下さい。 

  第三者委員 武井 公一 

  ※第三者委員の連絡先につきましては、当施設内に掲示してございます。 

 

（３）その他 

  当事業所以外に、市町村、国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口でも受け付け

ています。 

  （ア）市町村名 袖ケ浦市 介護保険課   電話 0438-62-3158 

  （イ）千葉県国民健康保険団体連合会    電話 043-254-7428 

  （ウ）千葉県運営適正化委員会       電話 043-246-0294 

      

１２．身体的拘束等の禁止へむけての取り組みを行います。 

  ただし利用者様の身体及び生命に重大な危険を及ぼす可能性が著しく高い場合に 

  おいては、緊急やむを得ない処置として、家族の同意の下、必要最小限度の身体拘  

  束を行う場合があります。 

 

☆ご不明な点は何でもお尋ねください 

            

   

 

令和  年  月  日 

 

地域密着型通所介護及び第 1 号通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書

及び本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

事業者   所 在 地  〒２９９－０２３１            

             袖ケ浦市下泉１４２５番地 

             名    称  デイサービスみどりの風そでがうら ㊞ 

             管 理 者  御園 理佳 

             事業所番号  １２９３４０００６３ 

             説 明 者   氏 名               ㊞ 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から地域密着型通所介護及び第 1 号通所介護

についての重要事項説明を受けました。 

 

 利用者      〒 

              住 所 

         

  

氏 名                    ㊞ 

             

 

       (代理人)      〒 

住 所  

           

  

氏 名                    ㊞ 


